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１．計画策定に至る経過

　一関市本寺地区は、かつて「骨寺村」と呼ばれ、中尊寺経蔵別当領の荘園であったことが知

られており、近年、荘園としての中世農村の景観要素が残る地域として注目され、一関市では

具体的な取り組みとして、遺跡の所在確認を目的とした国庫補助事業による発掘調査を平成 11

年度より開始した。

　一方、平成 13 年 4 月に、「平泉の文化遺産」が世界遺産の暫定リストに登載されたことを契

機として、文化庁や岩手県教育委員会は世界遺産登録を目指した取り組みを開始した。その取

り組みの中で、平成 15 年に一関市の骨寺村荘園遺跡が、「平泉の文化遺産」の推薦候補地のひ

とつとして挙げられた。これを受けて、一関市は、中世の村落景観を描いた絵図に記された自

然や寺社などが大きく変わることなく良好に保たれていることから、骨寺村荘園遺跡として国

に史跡指定の申請を行い、平成 17 年３月に、本寺地区の９つの地区が史跡に指定された。

　加えて、本寺地区は、伝統的な農村形態を色濃く残しながら、日々の営みが現在も継続され

ている地区としても知られており、平成 15 年に文化庁がまとめた「農林水産業に関連する文化

的景観の保護に関する調査研究」の報告の中で、重要地域として挙げられた全国 180 地域のひ

とつに含まれ、文化財として保護の施策を講じる必要があるとされた。世界遺産の中でも「文

化的景観」の概念が導入され、我が国においても、平成16 年の景観法の制定や、平成 17 年に

一部改正された文化財保護法に重要文化的景観が位置づけられるなど、良好な景観の形成、文

化的景観の保護についての法制度の充実・強化が図られてきている。

　このことから、本寺地区の農村景観の維持と地域営農の両立を図り、さらには世界遺産登録

を確実なものとするため、当市では、平成 17 年度から重要文化的景観の選定の申出に向けた取

組みを進めてきており、このたび、文化庁文化財部記念物課及び岩手県教育委員会、骨寺村荘

園遺跡調査整備指導委員会の指導・助言のもと、「一関本寺の農村景観」保存計画を策定するに

至った。

　なお、平成 17 年９月に誕生した新一関市では、平成20 年の世界遺産登録を目指して、文化

振興課内に世界遺産推進係を新設して体制を整えた。現在、文化庁及び岩手県教育委員会の主

導のもと、他の核心地域（中尊寺・毛越寺・無量光院跡・柳之御所遺跡・金鶏山・達谷窟・長

者ヶ原廃寺跡・白鳥舘遺跡）の所在する平泉町や奥州市とともに、各種事業を推進していると

ころである。

２．計画の目的

　本計画は、中世の村落景観を描いた絵図に記された自然や寺社などが、良好に保存されてい

るとともに、伝統的な農村形態を色濃く残しながら日々の営みが継続されている稀有な文化的

景観である「一関本寺の農村景観」を保存・活用し、次世代に継承することを目的とし、一関

市における文化的景観の保護の方針を定め、広く国民の文化向上に寄与しようとするものであ

る。
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３．検討体制

　保存計画の策定にあたっては、有識者と地元住民で構成する委員会組織と市役所内部に設置

した本部会議等で検討し、また、地元での住民説明会を開催するなどして策定した。

（１）委員会組織

　骨寺村荘園遺跡の調査研究と整備について協議を行うため、平成 15 年８月に、骨寺村荘園遺

跡調査整備指導委員会を設置した。この委員会は、中世史、考古学、農村計画、歴史地理、造

園に係る有識者５人と、地元の代表者４人、関係機関等を含む 12 人で構成される。保存計画の

策定に際しては、平成 17 年度に、委員会を４回開催して内容の検討を行った。事務局は、一関

市教育委員会文化振興課が担当し、関連業務を株式会社文化財保存計画協会に委託した。

骨寺村荘園遺跡調査整備指導委員名簿
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（２）市役所内における本部会議等の設置

　一関市は、平成 17 年９月に新設合併により、新一関市となったが、世界遺産登録に向けた新

しい組織として、教育委員会内に文化振興課を新設し、世界遺産推進係を設置し取り組むこと

とした。また、平成 17 年 11 月には、市役所内に助役を本部長とする「世界文化遺産登録推進

本部」を、また、教育部長を班長とする「世界文化遺産登録推進プロジェクトチーム」を設置

し、検討を進めた。平成 17 年度には、保存計画策定に向けてそれぞれ２回ずつ開催し、検討を

行った。

　この他にも、保存計画に係る具体的な内容については、景観や農地整備に関係する各課と、随

時、協議を重ね内容の調整を図った。

（３）住民説明会の開催

　住民説明会は、文化的景観保存計画の対象地区内の各地区で開催し、保存計画の説明を行う

とともに、ご意見を頂戴するなどして、内容に反映させた。

「一関本寺の農村景観」保存計画策定に係る経過一覧
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１．文化的景観保存調査の対象範囲

（１）位置

　一関市は、平成17年９月に、一関市、花泉町、大東町、千厩町、東山町、室根村、川崎村が合併

し、新「一関市」として誕生した。その位置は岩手県の南端にあり、南は宮城県、西は秋田県と接し

ている。首都圏から450kmの距離で、東北地方のほぼ中央、盛岡市と仙台市の中間地点にある。総面

積は約1133k㎡で、東西は約63km、南北は約46kmの広がりがある。市内を東北縦貫自動車道、国道

４号、国道284号、342号、343号、456号、457号が貫いており、さらにＪＲ東北新幹線、東北本線、

大船渡線が走り、岩手県南及び宮城県北の文化・流通・産業の拠点都市となっている。

　本寺地区は、一関市街地及び歴史的な関わりの深い平泉町中尊寺から西方に約19km離れた中山間

地にあり、一関市厳美町字駒形、中川、若井原、要害、沖要害、若神子、下真坂の平野部を中心とし

た地域である。かつては骨寺村と呼ばれ、「吾妻鏡」や「中尊寺文書」、「陸奥国骨寺村絵図」により

中尊寺経蔵別当領であったことが知られており、中世東北において絵図に描かれた唯一の村として歴

史学分野では古くから注目されてきた。
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（２）対象範囲

　文化的景観保存調査の対象範囲は、Ⅲ章の文化的景観保存計画と同一範囲とし、「陸奥国骨寺村絵

図」において、里・里山の領域として描かれた範囲を対象とすることを基本に、自然地形や現在の公

図に基づく土地の境界などを目安に範囲設定を行った。具体的には、耕作地・居住地の存在する平野

部を中心に、北側・西側の丘陵部はおよそ山の稜線まで、東側の境界は北側丘陵部が迫って磐井川と
かぎかけ

の狭窄部となる地点（絵図にある「鎰懸」と想定される付近）まで、南側の境界は磐井川を含むよう

に設定した。

　保存調査（保存計画）の対象範囲は、全域を重要文化的景観の選定を申し出る範囲とすることを目

標としており、世界遺産への推薦が予定されている「平泉の文化遺産」の構成資産の１つに位置づけ

ることとしている。他方、景観法に基づく景観計画区域は、中世骨寺村の境四至を示す範囲を基本に

設定を行ったものであり、文化的景観保存計画の対象範囲に加えて、その周辺環境を保全するために

定められた範囲である。

　なお、文化的景観保存計画の対象範囲は、今後さらに調査検討を重ね、適宜必要な見直しを講ずる

ものとする。

本寺地区航空写真（東から西）
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２．本寺地区の概要

（１）自然環境

　①地理的環境

　本寺地区は、栗駒山（標高1,627ｍ）に発して東流する磐井川左岸に形成された段丘盆地で、周囲

を低い丘陵に囲まれた地形となっている。本寺地区の平野部の標高は150～180ｍであり、東側から

西側に緩やかに傾斜している。丘陵は、最も高い地点の標高が約300ｍであり、平野部との標高は約

150ｍである。これらの丘陵もまた頂上部は平坦で、最も早く形成された古期段丘面の名残である。

この段丘面に至る斜面は段丘崖とみなされるが、おおむね急傾斜面となっているので、断層が入って

いる可能性が考えられる。なお、西側の丘陵では、頂上部の高位段丘面（マサシバ平）の下に、少な

くとも二面の段丘面を確認できる。

　磐井川はすでに平野部よりかなり低い河床を流れており、洪水時にも平野部に氾濫することはなく、

歴史時代においても磐井川の氾濫水が平野に到達したという記録はない。すなわち、平野部もまた磐

井川が形成した段丘面であり、磐井川旧河道は、ドウジと呼ばれる屋敷地の北側から駒形地区の国道

北を経て、若神子以東では国道の南を通じる低地列に認められるが、南部のヌマノフクロ付近にもこ

れより一段低い旧河道が認められる。

　山王山の東の谷を水源として東流する本寺川（中川）は、中川地区の谷底平野を経て段丘平野部に

＜凡例＞

　Gb 厳美層

　Od 大平層

　Or 下嵐江層（おろせそう）

　k　国見山安山岩

　Gd 花崗閃緑岩　

本寺地区

Ｎ

磐井川流域の地質図 (出典：「土木技術者のための岩手の地質」（財）岩手県土木技術振興協会・平成3年発行)

本寺地区の表層地質は、厳美層や下嵐江層などの新第三紀層の凝灰岩からなる。また西側の丘陵には、白亜紀の花崗

閃緑岩が分布している。
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入り、さらに東に流れて、下真坂地区で磐井川に合流する。段丘平野部にとって、磐井川は侵食環境

に入って久しいが、逆に本寺川は堆積環境の河川であり、暴れ川としてしばしば氾濫を繰り返した。

そのため、段丘平野部でも本寺川流域には磐井川による沖積層が堆積している。こうした洪水の多発

への対処として、昭和58年に本寺川の河川改修工事が完成し、河道のショートカットが施されると

ともに、河床は低く掘り下げられた。このほか、西部・北部の山麓部には、小侵食谷の谷口付近に沖

積層の堆積が認められるほか、山麓に沿って全般的に崖錐地形の形成が認められる。

　全般に平野部の段丘面は東西に細長い形状を呈するが、本寺地区の西と東は磐井川峡谷の狭隘部で、

段丘平野部は全体として閉鎖的な空間となっている。また、深い峡谷をなす磐井川は南側の四度花山

地区との境界となっている。

　なお、中世骨寺村の領域は、本寺川の谷底平野（中川地区）や段丘平野部西側の丘陵（マサシバ平）

を広く包括して、山王窟を西の境界としていたことに留意する必要がある。所領としての成立以来、

骨寺村はひとまず本寺川流域の全体をその範囲としていたのであって、簡略絵図（p16参照）におい
おびと

ても「首人」の文字は中川地区と推定される位置に記載されている。山王山に源を有する本寺川の流

域に展開する骨寺の里は、「首人」の所在からも窺われるように、まず本寺川の谷底平野上流部より

開発が始まり、次第に下流部へとその開発域が拡大されていたものと推察される。

　②植生

　本寺地区は、東北地方内陸の比較的冷涼な気候であり、冬季には奥羽山脈を越えてくる季節風が強

い地域である。気候帯は温帯に区分され、潜在自然植生はブナ、ミズナラで代表される落葉広葉樹林

である。本寺地区の植生は、丘陵地や段丘崖の樹林環境と、河岸段丘の居住地および水田環境に大き

磐井川段丘崖の露岩地 旧河道の地形が残る水田

里と里山の連続性の維持された自然環境 磐井川（本寺橋から）
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平野部の湿田林床の明るい雑木林

多様な樹林で構成される丘陵部味ヶ沢の湿地

く分けられる。丘陵地や段丘崖の植生は、主にコナラやクリなどの優占する雑木林、アカマツ林、ス

ギ植林に大きく分類され、二次的な樹林植生である里山としての景観を維持している。最も広く分布

する雑木林は、丘陵部の全域に広く分布するが、一部の北向き斜面などではブナの弱齢林も確認され

る。アカマツ林の多くは、丘陵上部の土壌が未発達な乾燥した立地に、小規模に点在するのに対し、

スギ植林は、集落に近い場所を中心とし、地形が緩やかであり、かつ湿潤な立地に植林されている。

小規模な植物群落としては、山裾のスギ植林に混じり竹林が確認されるほか、比較的大きなクリが多

く生育する。さらに谷部のため池では、ヨシなどの湿生植物群落が確認されるほか、池周りや休耕田

には小規模なハンノキ林が分布する。

　河岸段丘では広く水田としての利用が行われるとともに、畦畔や休耕地では、ヨシやスゲ類などを

始めとする多様な湿生植物の群落が確認される。また屋敷地内にはイグネと呼ばれる主にスギで構成

される屋敷林がある。

　丘陵地を始めとする樹林には多様な林床植物が生育する。花の美しい種として、ヤマツツジ、ホツ

ツジ、アキノキリンソウ、チゴユリ、ツルリンドウ、シュンラン、ウワバミソウ、オオバギボウシ、

イカリソウ、アケボノスミレ、シロヨメナ、サイハイランなどが確認される。また、バイカツツジ、

マキノスミレ、オヤリハグマなど、一関地方において希少とされる植物も多く確認される。動物相で

はツキノワグマやニホンカモシカなどを始めとする大型哺乳類や、トウホクサンショウウオ、ヤマア

カガエルなどの両生類を始めとする多様な種が生息しており、里山の豊かな生態系を維持している。

　休耕田や畦畔には、ヨシやスゲ類を始めとした多様な湿生植物が生育し、カキツバタ、サワオグル

マなどの花の美しい植物も確認される。また、丘陵地の樹林と水田環境が連続していることや、昔な

がら土の畦畔が現在も多く残り、良好な耕地の生態系を維持している。
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（２）土地利用の歴史的変遷

　本寺地区が骨寺村と称された中世荘園当時の様子は、「吾妻鏡」や、岩手県平泉町の中尊寺に伝わ

る「陸奥国骨寺村絵図」、「中尊寺文書」等の記録に残されており、早くから研究者達に注目されてき

た。これまでの調査・研究によって、伝統的な用水系統が残る水田や、微高地や山裾のやや小高い場

所に立地する居住地など、本寺地区が中世以来の伝統的な土地利用を基本的に継承していることが明

らかになってきた。

　①中世

　骨寺村の記述が初めて現れるのは、「中尊寺文書」の天治３年（1126）３月25日の「中尊寺經藏別

當職補任状案」で、藤原清衡から中尊寺の初代経蔵別当に補任された自在坊蓮光が、私領骨寺を経蔵

別当職に寄進し、改めて清衡がこれを経蔵別当私領として安堵する、という内容が記されている。「中

尊寺文書」の中には、別当職交代時に経蔵別当領が代々引き継がれていくことを示した文書や、田畠

を耕作し税を負担する在家名や在家農民が納めるべき作物等を記録した「骨寺村所出物日記」（文保

２年・1318）、「骨寺村在家日記」（年未詳、南北朝時代）などの帳簿史料がある。これらによると、骨

寺村の在家農民は、米以外にも漆・立木・油・粟・栗などを領主に納めており、水田や畠、山野にま

たがる複合的な生業を営んでいたことが知られる。

　文治５年（1189）奥州藤原氏の滅亡後、鎌倉幕府に所領安堵された中尊寺は、荘園からの収入を重

要な財源としたと考えられるが、鎌倉時代には岩井郡を治めた郡地頭葛西氏との間で所領支配や所領

の境界をめぐる争いが絶えなかった。本寺地区の歴史を知るために欠かせない史料である２枚の「陸

奥国骨寺村絵図」は、こうした相論の過程で利用されたものと推定できる。

　２枚の絵図は、それぞれ詳細絵図（在家絵図）、簡略絵図（仏神絵図）と呼ばれ（ｐ16参照）、簡

略絵図は鎌倉時代、詳細絵図は鎌倉ないし南北朝時代に描かれたものとされる。これらの絵図は骨寺

村の領主であった中尊寺経蔵別当職を継承した大長寿院に伝来したものであり、中世の村落景観を窺

うことができる貴重な史料として平成７年（1995）に重要文化財に指定された。「吾妻鏡」の文治５

年（1189）９月10日条によれば、当時の骨寺村の境四至は「東鎰懸、西山王窟、南岩井河、北峯山

堂・馬坂也」とあるが、２枚の絵図とも栗駒山（須川岳）を正面に骨寺村の四方の境、東は鎰懸、西

は山王窟、南は岩井河（磐井川）、北は峰山堂馬坂に囲まれた範囲が描かれている。

　絵図には、境界以外にも社寺や田、在家（屋敷）などが書き込まれている。詳細絵図には、平野部

に在家や田の図像が描かれ、特に本寺川の両岸には上流から下流まで田が点在する景観が読み取れる。

簡略絵図には在家や田畠の図像は描かれていないものの、平野部に田や畠の文字が記されている。

　「中尊寺文書」には、永享７年（1435）まで骨寺に関する記録が残されており、荘園が室町時代ま

で維持されたことが確認できる。本寺地区に今も残る「要害館」は、戦国期の城館遺構であるが、こ

れは村内を掌握する土豪の成立を明らかにする遺跡といえる。彼ら土豪層の台頭によって、中尊寺経

蔵別当は実質的な骨寺支配を放棄せざるを得なくなったと推察される。

　なお、陸奥国骨寺村絵図に記されたいくつかの宗教施設や要害館などの遺跡は、平成17年（2005）

に史跡指定がなされている。
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陸奥国骨寺村絵図　簡略絵図（仏神絵図）　

原史料中尊寺大長寿院蔵

陸奥国骨寺村絵図　詳細絵図（在家絵図）　

原史料中尊寺大長寿院蔵

【文字による表現】

在家跡、六所宮、骨寺堂跡、山王石屋、七高山、

房社跡等也、金聖人霊社、宇那根、石ハ井河、

宇那根社、古道、不動石屋、飯岡、寺領、大師堂、

馬坂新道、ミタケアト、鎰懸、田、郡方、宮　等

【図による表現】

在家を表した建物、社寺を表した建物、

方形に区画された田圃、不整形な田圃、

道路、河川、山並み、樹木

【文字による表現】

寺領、田、駒形根、山王、

ミたけたうよりして山王の岩屋へ五六里之程、

首人分二段、堂山、骨寺跡、白山、寺崎、六所宮、

馬頭観音、宇那根田二段、六所神田二段、金峯山、

山王田三段、経蔵別當御休所、霊田一段、うなね、道、

中澤、野畠、若神子神田二段、御拝殿、慈恵塚、田代、

岩井河、檜山河等

【図による表現】

山並み、社寺をあわらした建物、河川、道等

※図面としては正面右上が切り取られ、

　さらに下（東側）が失われている。
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　②近世

　天正18年（1590）葛西氏の滅亡後、現在の岩手県南地方と宮城県は伊達政宗の領地に組み込まれ、

江戸時代になると、そのまま仙台藩が成立した。一関地方は、伊達の家臣である留守政景、茂庭綱元、

伊達宗勝が領主として支配した。伊達宗勝（兵部）が、寛文事件（伊達騒動）の中心人物として処罰

された後、天和２年(1682）に田村宗永（後の建顕）が一関に移り、田村氏による一関藩が成立した。

ただし磐井郡西岩井のうち、磐井川左岸の五串・猪岡・山目・赤荻・中里・樋ノ口・柵瀬・細谷・前

堀・平泉・中尊寺・戸河内・達谷の十三ヶ村については、宗勝配流後、明治維新まで仙台藩蔵入地と

なった。本寺地区は五串村に含まれ、隣接する山谷地区と併せて一人の肝煎が置かれていた。

　近世の本寺地区の状況を記した資料としては、「風土記御用書出（安永風土記）」や「岩井郡西岩井

絵図」がある。安永風土記には、地名や社寺、産物や屋敷名などが書かれており、屋敷名等は現在の

本寺地区にも数多く残っている。「岩井郡西岩井絵図（写）」は、元禄12年（1699）３月生江肋内作

の図を明治21年（1888）に千葉美胤が写したもので、本寺川を軸に水田の広がる状況や磐井川に近

い畑が描かれ、駒形根神社（御コマ堂）や屋敷が山裾や微高地に描かれており、その状況は現在の本

「陸奥国骨寺村絵図」に描かれた地形と現地比定された遺跡



18

岩井郡西岩井絵図（写）（部分・一関市厳美町槻山隆蔵）※下り松用水整備前の本寺地区の状況を示している。

寺地区の土地利用と近いものであったことが理解できる。このほか、ため池や一里塚といった「陸奥

国骨寺村絵図」にはない要素も描かれている。

　また、農業に関する重要な事項として、正徳５年（1715）に「下り松用水」が整備されたことが挙

げられる。本寺地区の磐井川上流部から引き入れた下り松用水は、駒形根神社前まで導水し、従来の

用水に流し込んで平野部の水田の用水としている。

　③近代～現代

　一関では、明治23年（1890）に鉄道が開通し、人や物資を大量に輸送できるようになり、生活圏

が拡大した。本寺地区においても院内街道が整備され、明治33年（1900）に現在の国道342号の原

型となるルートが完成し、須川鉱山からの馬車が通行できる道が確保された。

　一関市史の記載によると、明治36年（1903）の資料として、厳美地方の物産を馬・硫黄・薪炭と

しており、本寺地区では農業以外に畜産・鉱業・林業に従事する者も多数あったと考えられる。また、

明治から昭和40年頃までは、一関地方では盛んに炭焼きが行われており、旧厳美村（本寺地区が含

まれる）では、米で得られる収入に続いて木炭の収入が多かった。

　養蚕も藩政時代から行われていたが、明治維新後、失業士族の授産として取り入れられて、一関市

中心部とその周辺地域は生糸の産地となり、従来の座繰り製糸からの転換を図って、大規模な製糸工

場が作られた。本寺地区でも養蚕を行う農家が多く見られたが（大正５年統計資料では39戸とある）、

昭和期以降は養蚕業全体の不振から急速に衰退したと考えられる。炭焼き作業や山に桑を植えていた

ことは、現地の聞き取り調査の結果も得られている。

　他方、明治32年（1899）に耕地整理法が制定されて以後、不整形・小区画の水田の改良や用水路

整備が全国的に行われた。岩手県内でも各地で耕地整理が進んだが、本寺地区では実施されないまま
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２万５千分の１地形図・平成2年発行　

※本寺川の改修は昭和58年に完成している。なお、県道栗駒・衣川線は整備前である。

昭和30年代の地形図（基盤整備計画の際に作成した図）

戦後を迎えた。その後、昭和30年代と昭和50年代に、それぞれほ場整備の機運が高まった時期があっ

たが、ついに実施されることはなかった。このことが、中世以来の水田景観を残す要因となったので

ある。ただし、個人での区画の拡大や整形化は随所に見られ、昭和22年に撮影された航空写真と比

べると、区画の形状や大きさは変わってきている。

　本寺地区では、大正９年（1920）に磐井川発電所が設置され、その際に磐井川からの取水量が増え

て本寺地区や山谷地区の灌漑用水に用いられるなど、用水事情は改良された。また、国道342号南側

で水田や畑の拡張が進んだ。一方、昭和56年（1981）には山王窟付近で土砂災害が発生して本寺川

が氾濫するという被害に見舞われ、昭和58年（1983）に本寺川の河川改修工事が行われた。この工
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航空写真（米軍撮影・昭和22年）

航空写真（平成10年）

事によって本寺川の拡幅と流路の直線化が行われ、景観に変化をもたらした。

　水田区画の小規模な変更や、本寺川の護岸改修工事による流路の変更などの変化はあるものの、本

寺地区の中世以来の基本的な土地利用には、大きな変化がないことがわかる。
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（３）土地利用の現況

　本寺地区では、低地一面に水田が営まれ、居住域が国道342号沿いの微高地や山裾のやや小高い場

所に位置し、北側および西側に連続する丘陵部に里山の雑木林やスギ植林が維持されている。地目で

みると、丘陵部は山林または保安林、ため池などとなっており、平野部には、宅地、山林、墓地、田、

畑、雑種地、原野、用悪水路、公衆用道路、河川などが含まれる。

　これらのうち、本寺地区の大きな範囲を占めるのは、保安林を含む山林と田である。

　①本寺地区の農業・林業

　現在の一関市の農業においては、農用地の約60パーセントを占める水稲が基幹作物となっている。

しかしながら、中山間地域においては、地域の自然条件と気候条件を生かした畜産、野菜、花き、果

樹等収益性の高い作物との複合経営が主体となっている。このような多様な営農類型は、農業経営の

安定化、収益確保のために戦前から続いてきたものである。

　本寺地区では、戦前から小規模な自作農家が多かったが、農地解放後は小作がほとんどなくなり、

大半が自作農家となった。一方、兼業農家は増加した。現在も、水稲が主要な作物であり、秋になる

と水田では刈り取った稲を穂鳰（ほんにょ・ほにお）と呼ばれる立て干しを行う伝統的な風景が見ら

れる。水田以外には、休耕田を利用した牧草地やリンドウを中心とした花き、ブルーベリー栽培など

を行っている。

　また、耕作の機械化が進む以前は、農家には農耕馬が欠かせないものであり、昭和40年代までは、

農耕馬による代掻きが見られた。現在は農耕馬に変わって、繁殖牛を飼育する農家が数戸みられる。

　丘陵部のスギ植林は、現在も一部において森林施業が行われている。雑木林の大半は放置されたま

まの状態となっているが、一部ではキノコ栽培用に利用するほだ木生産が行われている箇所も見受け

られる。炭焼きは現在行われていないが、炭焼き場跡が西側丘陵に確認される。

稲の収穫風景水田とブルーベリー畑 穂鳰（一本の杭に稲を積み重ねて乾燥さ

せる）の並ぶ風景

管理が継続的に行われている雑木林 長期放置された状態の雑木林 仮設道を設置し、伐採搬出作業が

行われるスギ林
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　②農地の現状と景観保全型の農地整備

　本寺地区では、自然地形に沿って形成された不整形な水田区画や、曲線的な農道・水路の線形を耕

作地全体に良くとどめている。水田は10a以下の小区画がほとんどで、農道は2.0～2.5ｍ未満の幅

が最も多く、直接農道に接続していない水田区画も多い注）。曲線的な水路線形は、伝統的な土水路の

ままの箇所も多い。

　一方小区画の水田や曲線的で狭い農道、さらに用排水兼用水路で地下水位が高い水田では、農業機

械を導入した効率的な営農が展開できない状況にある。また、春の農作業が始まる前には、冬に堆積

した用水路の土砂や木の葉の除去を行うが、 土水路であるためこの作業は特に重労働となり、１つ

の水系を十数人で作業を行わなければならない場合もある。

　このため、本寺地区においては、水田耕作者の高齢化による後継者問題および水利系統の改善など

農業継続のための課題と、本寺地区固有の歴史の重要性を踏まえて、極力区画や水路形態を残すこと

を基本とした景観保全型の農地整備が検討されている。

注）「中世骨寺村荘園遺跡整備委員会」の答申書（平成14年）に、農道

に接続していない区画は圃場整備計画対象水田である955筆中343筆

を占め、全体の36％に達していることが記されている。

中澤の伝統的な土水路 自然地形に沿って形成された水田区画
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本寺地区の農家の伝統的な屋敷構え

　③本寺地区の屋敷構え

　本寺地区は、昭和22年（1947）の航空写真と現況を比較すると、国道沿いに新しい住宅や公共施

設が若干増えたものの、イグネ（屋敷林）に囲まれた屋敷構えの点在する景観が保たれた地区である。

屋敷地内はイグネを背景に、西に主屋、東に馬屋を配置し、主屋の玄関は南向きで、周囲に便所・蔵・

小屋等の付属屋がそれぞれ独立して建つ伝統的な屋敷構えを有している。今回の保存調査によって、

対象地区の約半数近い建物が建築後約50年以上を経過したもので、屋根や外壁、内部の改修を行い

ながら利用してきたことが明らかとなった。

　本寺地区には、旧仙台藩領に広く分布する直屋形式の建物で、礎石建（鹿の子建）でウシモチ柱を

持つ大型の主屋がみられる。本来茅葺だった屋根は、昭和30年代後半から葺替えが始まり、昭和40

年代後半～50年頃にほぼ本寺地区全体が鉄板葺となった。現在の反りを持つ大きな屋根は、主屋の

外観的特徴のひとつとなっている。内部は台所や土間、外観は玄関や縁などの改修が多いが、建物内

部、特に上手にあたる部屋は旧状をよく留める傾向にある。内部調査を行った事例の中で、最も古い

主屋の年代は、所有者等が聞き伝えてきた内容や建物の形式などから江戸後期まで遡る可能性がある。

　主屋に次いで規模の大きい馬屋には、軒先を二重せがいとするなど意匠に工夫がみられるものが多

く、牛などの畜舎、農機具類の保管、車庫などとして現在も利用されている。このほか、腰折れ屋根

の小屋、長屋門形式の納屋など、外観意匠に特徴を有する付属屋も数多く存在する。

　イグネには主にスギが植えられ、高さは約20ｍ前後である。大正末から昭和初期に植えられた約

80年生の林分が最も古く、胸高直径は大きいもので50～60cmを計る。スギの他にモウソウチクやク

リが多く生育する事例も確認された。またイグネの林床には、ミズ（ウワバミソウ）、ウルイ（オオ

バギボウシ）、エッコ（ミヤマイラクサ）などの山菜をはじめ、多くの有用植物が生育することが確

認された。
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農家の屋敷構え（茅を鉄板葺で覆った主屋） 農家の屋敷構え（主屋）

座敷 土間に立つウシモチ柱 前面に張り出すせがい造の馬屋

前庭

■イグネと共に生育する有用植物

イグネ（屋敷林）

オオバギボウシ（ウルイ）モミジガサ（シドケ）

ウワバミソウ（ミズ） ミヤマイラクサ（エッコ）

イグネに混じるクリ

シナノキ
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ウツギの生垣 屋敷地と畑の境界に植えられたヒバ、

ネズミモチ、ウツギなどの生垣

屋敷地周辺の池

　④石造物

　國學院大学が平成12年３月に作成した本寺地区の石造物調査の成果が、石造物分布図と一覧

表にまとめられている。石造物は、墓碑・石祠・石碑などがあり、山裾や街道沿いなど、現在屋

敷がある場所やかつて屋敷があったと思われる場所に多く分布する。銘文の刻まれた石造物の中

で最も年代の古いものは、天和２年（1682）の墓碑がある。駒形根神社境内には、本寺地区の石

造物が数多く集められている。

　前庭は元来、畑地や作業場として利用されていたと考えられるが、現在では庭石を配し造園的に意

匠を凝らした庭も多く、全般的に多様な樹木や草花が植栽されている。高木性の樹種では、カエデ類、

ヒヨクヒバ、アカマツなどの樹形の美しいものが配され、低木ではツツジ類やシャクナゲ、サザンカ

などが多く用いられている。これら前庭に配された樹木には、サラサドウダンやヤマツツジなどのツ

ツジ類をはじめ、近隣の山から採取して植えられたものが多く、地域産の樹種を多く利用しているこ

とが、当地区の庭における一つの特徴と言える。また敷地境界に生垣をまわす場合、ヒバ類やツツジ

類などが多く用いられているが、かつてはウツギを使用した生垣がよく見られたということであった。

　その他、屋敷周りには畑地が広がり、ジャガイモ、サトイモ、ダイズ、カボチャ、ナス、キャベツ、

ネギ、ダイコンなど、様々な蔬菜や根菜が栽培されている。また、屋敷周辺には、クリ、カキ、ウメ、

クルミなどの果樹が多く、現在も果実の食用がなされている。さらに屋敷地周辺の比較的水の便のよ

い立地には、大小様々な規模の池が配されることが多く、農作業道具の洗い場としての利用や、スイ

レンなどを植栽している。かつては、縄等の材料として用いられたシナノキの内皮を剥ぐために、

数ヶ月間水に浸けておくことなども、水場を利用して行ったということであった。

駒形根神社境内の石造物 　　 明神様（屋敷神） 　墓地
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（４）骨寺村荘園遺跡の史跡指定と埋蔵文化財の分布

　「陸奥国骨寺村絵図」と現地比定できるものや、荘園経営時期との関連が確認できる遺跡は、骨寺

村荘園遺跡として平成17年（2005）に史跡指定となった。その後、追加指定を行い、現在９地区、約

48.7haが指定地となっている。山王窟を除く８地区が、文化的景観保存計画対象範囲に含まれてい

る。

　また、本寺地区のほぼ全域が周知の遺跡（骨寺村荘園遺跡）であるほか、縄文時代の散布地や建物

跡の確認された遺跡が分布している。

・山王窟 山王窟は、磐井川に面した岩壁の西側に開口した洞窟を利用して勧請されたもので、骨

寺村の西境の地名として「吾妻鏡」や「中尊寺文書」に記されている。また、「陸奥国

骨寺村絵図」の正面に重なり合う山稜の一部として描かれている。

・白山社・駒形根神社

本寺地区の平野部の西端に立ち上がる平泉野台地は、「陸奥国骨寺村絵図」に描かれた

西側正面の山並みの最前列にあたる。現在、この台地には白山社と駒形根神社がある。

台地東側に突出した部分にある駒形根神社からは平野部全体を見渡すことができ、集落

の中心的意味合いの強い場所となっている。

・梅木田遺跡

主要地方道栗駒衣川線の東側に沿った緩斜面で、現況は畑とスギ林となっている。平成

12年度の発掘調査で、沢状の地形のほか溝跡や柱穴跡等を検出し、斜面を造成した上に

掘立柱建物があったことが確認できた。

・伝ミタケ堂跡

詳細絵図に「ミタケアト」という名称が記載され、また簡略絵図では金峰山と書かれ、

脇には「ミたけたうよりして山王の岩屋へ五六里之程」と書かれている。この場所は、

地元でミタケ堂と伝えられる、駒形根神社の北方向にある山の山頂付近であったと考え

られる。

山王窟 　　駒形根神社（平泉野台地）

白山社（平泉野台地）

梅木田遺跡 　　伝ミタケ堂跡
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・遠西遺跡 平成13～14年度に発掘調査を行い、掘立柱建物跡を検出し、12～13世紀代の陶器片、

カワラケ片が出土した。荘園であった時期に、山裾の一定の高さの土地に居住施設を設

ける土地利用の傾向があることが確認された遺跡である。

・要害館跡　要害館跡は、北側の山並の中程の丘陵の一つにあり、東西に細長い本寺地区の平野部を

眼下に見ることができる山城跡で、尾根筋の狭くなった部分に空堀が残る。荘園として

経営されていた骨寺村が、中世末になって葛西氏の支配する領域へと変化したことを示

す遺跡である。

・若神子社 若神子社は、平野部のほぼ中心部に位置しており、小規模な樹叢を伴っている。現在は

個人の氏神的な管理状況にあるが、簡略絵図に記載される若神子神田二段の記載との関

わりがあると考えられている。

・不動窟 本寺川北側の山並みで南に張り出した中腹に洞窟があり、代 「々不動窟」と言い伝えら

れてきた。不動窟は、天台系の修験と深い関わりのある遺構のひとつとして見ることが

妥当と考えられる。

・慈恵塚及び大師堂（拝殿）

本寺地区北側の山並の東側頂部にある慈恵塚は積石塚で、厳美村誌によると高さ四尺廻

り八間直径の規模と紹介されている。また、山裾には江戸時代に建てられた慈恵大師拝

殿がある。慈恵塚の参道は丘陵尾根筋にあって、東北方向の平泉方面に伸びることから、

平泉方面から骨寺村に来る際の入口としての意味を持つものではないかと考えられてい

る。

要害館跡 　　 遠西遺跡 　若神子社

不動窟 　　大師堂（拝殿） 　慈恵塚
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本寺地区地域づくり推進協議会の主な活動一覧

（５）本寺地区の地域づくり活動と景観認知

　①本寺地区の地域づくり活動

　本寺地区では、特色ある自立した地域づくりを推進するため、骨寺村荘園遺跡の価値を理解し、地

域の魅力や個性を活かすための方策の検討と実践的な活動が行われている。

　最初の活動として、平成14年度に岩手大学広田教授の指導・助言のもと、住民や市民等が参加し

て「お宝探し」を行い、「お宝マップ」を作成した。現地を歩いて見つけた「林の中の小さなほこら」、

「エグネのある風景」など、貴重な「お宝」を地図に盛り込んでいく作業を通じて、土地の特色やみ

どころを再発見していくことを目指した。

　その後、平成16年３月に住民参加による、本寺地区地域づくり推進協議会（以下、協議会）が発

足した。平成16年度からは協議会が主体となって、地元住民を中心とした地域づくりのワークショッ

プを実施した。具体的には、史跡指定を受けた９つの遺跡の現地調査や本寺地区の住民を対象にした
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「骨寺村荘園の里夢づくりの会」の開催の様子

「骨寺村荘園の里夢語りの会」が完成させた平成の大絵図

アンケート調査等を行い、道・参道の整備改修、案内板・解説板の設置、道の駅やホームぺージ上で

の情報発信といった遺跡のＰＲの方法、伝統的な特産物の販売や伝承されてきた踊り・民話の継承の

必要性など、地域づくりのアイディアを検討した。これらのアイディアの実践として、平成17年度

から５つの実践チームに分けて活動を始めており、「古道を探勝する会」、「田植え体験と遺跡めぐり」

などを開催している。

　協議会を中心とする各種地域づくり活動の状況は、定期的に「骨寺通信」を本寺地区全体に配布し

ており、活動内容の周知にも積極的に取り組んでいる。

　②本寺地区住民の景観認知の把握（地域づくり活動による「お宝マップ」の作成）

　本寺地区の住民が、本寺地区の特色をどのように認識しているかについて、平成14年度に実施し

た「お宝マップ」の成果を基に把握を行った。

　「お宝マップ」の作成は、地元住民の他、岩手県・一関市の職員や学生等が加わり、対象地区別の

６班に分かれて実施したもので、現地を歩いて見つけた要素を撮影し、それを地図上に記し、「お宝」

として挙げたものである。このため、写真に付けられたタイトルを抽出し、文化的景観としての観点

から、樹木・滝・山などの「①自然的要素」、社殿・遺跡・石造物などの「②歴史的要素」、水田・畑・

建物・道などの「③生活・生業に関わる要素」、「④その他の要素」の４つに分類した。

　その結果、地区住民は、自然・歴史・生活（生業）に関する多種多様な要素に着目して、「お宝」

として挙げていた。また、中通り周辺を調査した班では、生活・生業に関する要素が多かったり、駒

形根神社を含む班では歴史的要素が多くなるなど、班毎に着目する要素には差があるものの、全体と

しては、自然・歴史・生活（生業）のいずれかに偏ることなく、ほぼ均等に挙げていることも特筆さ

れる。
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　■「お宝マップ」に挙げられた本寺地区の「お宝」の概要

①自然的要素

山（栗駒山や逆芝山など）、河川（本寺川、磐井川、滝など）、沢・湧水、樹木（庭木や

大径木など）などが含まれる。対象地区内の要素だけではなく、現地から望む栗駒山（須

川岳）も３つの班で挙がっている。

②歴史的要素

  遺跡や石造物、社殿など歴史的要素は最も数が多かったが、その内訳は、駒形根神社

周辺と要害を対象とした班において駒形根神社境内の要素を集中的に挙げており、駒形

根神社に対する認識の高さが伺える。また石造物も多数挙げられ、「古い墓」「明神様」

などに着目している。

③生活・生業に関わる要素

　駒形・沖要害を対象とした班と、中通り周辺を対象とした５班で多く挙げられている。

農業に関する項目が多く、「昔ながらの水路」や「穂にょ」といった伝統的な農業に関

する要素と、「ブルーベリー畑」など新しい要素も含まれている。屋敷地内の井戸や庭、

住宅・小屋・長屋門など建物に関する要素も挙げられていた。「ポンプと昔の石臼」な

どの道具類、「子牛」などの動物も少数ではあるが見受けられる。

④その他の要素

　風景といった自然・歴史・生活（生業）の３つの要素を複合した意味を持つ要素、発

電所や消火栓などの各種施設、タイトルからは判別しがたいものなどをその他の要素と

した。ここでは、標柱や説明板などが多数挙げられている。また、「レンコンを採って

いるおばちゃん」といった人の活動する様子も挙げている。

②不動岩窟の中

①不動岩窟の石割竹

③不動岩窟下の中道

②不動岩窟下の墓地

①下真坂から望む須川岳

④カキツバタ園

③ポンプと昔の石臼

④老人保養施設

④旧別荘の温泉

①ナベ滝

①はねつきの実

①カッパ岩

　麗しの里　

　　神の足跡・真坂神道　～山から滝へカッパ岩～

①同間の滝

③マサカの蔵

③マサカの長屋門

③昔ながらの水路

①天然の石垣とけやき

①逆柴山

②慈恵大師拝殿の中

②慈恵大師拝殿

④イワズタの家の秋

②イワズタの氏神様（お明神様）

①イワズタの由来の岩

　駒形・沖要害のお宝

③きれいな流れの水路

③林崎さん宅の古池

③長持、石臼、ひき臼

③井戸

③古井戸の中

②塩釜供養塔

②林崎さん宅のお宮

②林崎さん宅のお宮の中

④標柱：中屋敷遺跡

③養二さん宅裏の水門

③旧農道

③中沢跡

③馬そり

③ブルーベリーの木

③井戸用手押しポンプ

②雷神碑

③本寺小学校跡

③元小学校跡にいる馬

③長屋門

②敷位明神

③佐々木源輔さん宅の厩

①湧き水

③穂にょ

③用水路（土水路）

③碓の二段重ね

③四反田

①アズマシャクナゲ

①シダレヒバ（リュウヒバ）

②雷神

①本寺川
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　ようがい　遺跡歴史神社の道

　　要害－害を防ぐ要－

②鳥居（駒形根神社）

②馬頭観音（駒形根神社）

②鐘楼堂（駒形根神社）

②供養塔（湯殿山）（駒形根神社）

②奥の院（駒形根神社）

②本殿（駒形根神社）

②馬歴神

④稲刈り跡の風景

①本寺川

②遺跡発掘現場

②山神社・鳥居

②山神社・本殿

③ブルーベリー畑

④レンコンを採っているおば

　ちゃん

①栗駒山

③堤（ため池）

②・①要害舘及び金鶏山

　骨寺荘園の中心部

　　本寺地区守護神駒形根神社周辺

④立て看板

③木橋

①種まき桜

②梅の田遺跡

②御明神様

①ウナザ入口

④道標

①味ヶ沢（アザサ）

①磐井川

④水力発電所

④説明看板

②石碑群

②駒形神社：鳥居

②手水鉢

②狛犬

②駒形神社：拝殿

②駒形神社：拝殿のしゃちほこ

②駒形神社：馬頭観音

②駒形神社：本殿

②駒形神社：鐘楼

②駒形神社の珍品

②神楽殿

④消火栓（積雪のときの目印）

　”骨寺村”さきもり達のお宝

①けやきの大木

③子牛

④案内板

③土倉

③曲り梁

③収穫後の田んぼと庭

②旧小学校門跡

②雷神

③水路

②子持ち石

①磐井川

③ブルーベリー畑

②中屋敷遺跡

③旧佐々木家

③池

③石段と石垣

①ドウダンツツジ

④何かの跡?

③昔の水路

③すばらしい庭

①太いヒノキ

④すばらしい景色

①太いエグネ

①須川が源

②古塚

④標柱

②古塚

④おっ!!

④これなあに?

③古道

②佐々木雄志さんの古い墓

①お岩山

③湿田

②古塚

②シモガジヤの古い墓

④カキツバタ園

①からすうり

②荒神様

①須川岳

②不動窟

④フルヤシキ

①ナカマサカ山

②若神子社

　若神子の郷



36

３．文化的景観の価値の分析

（１）文化的景観の構造及び特性

　①文化的景観の基本構造

　本寺地区は、東流する磐井川左岸に形成された丘陵盆地で、周囲を低い山に囲まれた地形となって

いる。平野部は東西に細長く、磐井川支流の本寺川が平野を横切って、磐井川に合流する。本寺地区

の西と東は磐井川を挟み込むように山が迫っていて、平野部は全体として閉鎖的な空間となっている。

また、深い峡谷を成す磐井川は、隣の集落との境界ともなっている。

　現在の本寺地区における段丘平野部の土地利用は、水田地区、屋敷地の連続する居住地区、平地林

と畑地が混在する「野」に大別できる。

　水田地区は、「Ａ 北側山麓に分布する低地区」、「Ｂ 本寺川に沿って広がる段丘平野中央部」、さ

らに「Ｃ 旧河道性低地列」、及び「Ｄ 段丘平野南部に形成されている開拓地の水田」などに大別で

きる。これらは元来、それぞれ異なる用水を用いて開発されたものであり、Ａの灌漑用水は丘陵を刻

む小侵食谷の沢水、Ｂは本寺川から取水する揚場の水、Ｃは天然の湧水、を利用していたと推察でき

るが、近世になると、Ａでは小侵食谷の上流における溜池築造、Ｂ・Ｃでは磐井川上流より取水する

下り松用水の導入、などの用水増加が図られ、水田開発の拡大と用水系統の再編が行われた。その結

果、ほとんどの地区が本寺川の揚場からの用水系統に組織・再編され、下り松用水や発電所用水（大

正年間）なども、駒形根神社前で本寺川に合流され、下流の取水量の増加・安定化をもたらした。こ

うした水利の変容は確認できるが、近世以後の変化を概括すると、用水源の増加が図られ、末端で用

本寺地区の土地利用区分模式図

Ｄ
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水路が延長されたことは事実だが、用水系統の骨格自体は既存のものを踏襲しており、現在の用水系

統の骨格が近世初期、あるいは中世に遡ることは確実である。なお、現在では少なからぬ水田が排水

不良の湿田となっている。湿田は元来の土地条件に由来するところもあろうが、近世以後、外水の導

入によって段丘平野面の水収支が大幅に入超となったことに由来する部分もあると予想される。

　これら耕作地の間の微高地や山裾の崖錐斜面上、あるいは国道沿道に、屋敷地が連続して並んでい

る。屋敷地はおおむね、冬期の北西からの風を防ぐイグネ（屋敷林）によって守られており、イグネ

の連続する風景は、この地方の冬の厳しい気候を物語る要素となっている。また、古い屋敷地には屋

敷神（明神様）と墓地の石造物が付属しており、現在居住の認められない旧屋敷地の推定を可能にし

ている。

　国道の南に沿う水田列は西からの旧河道性低地列の連続と解釈できるが、これよりも南側一帯は、

元来原野が展開していた地区であり、現在、若干の屋敷地や水田・畑地が立地しているが、これらは

戦後の開拓に由来するものである。簡略絵図においても、この地区には「野畠」の文字が見え、原野

が展開していたことを推測させるが、今日でも、平地林の分布するあたりに、その景観の名残をみる

ことができるとはいえ、ここに展開する開拓地景観は、本寺地区中で最も新しい景観要素である。

　②伝統的な土地利用

　本寺地区の現在の土地利用は、「陸奥国骨寺村絵図」に描かれた土地利用の構造を継承するもので

あり、さらにそのパターンが現在まで時代とともに展開されてきたことを示すものと評価できる。

　実際に本寺地区の景観の変容は、近代・現代にみることができ、そのひとつとして、水田の地割り

パターンの変化がある。明治20年頃の作成と推定される「一村限り地籍図」によると、本寺地区の

本寺地区

Ｃ Ｂ Ａ
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水田の多くは、自然の傾斜を反映した不整形の魚鱗状地割を呈し、畦畔によって区画される一筆の面

積は、大きいものでも１～２畝といった、小規模なものであった。そのため多くの水田筆が用水路と

接しておらず、用水の配水に関しては、田越しの灌漑が一般的であったと見られる。田越しの灌漑は、

一筆ごとの自由な水管理を阻害する要因でもあったが、山からの冷たい水をヌルメる効果を持ってい

た。したがって、独自の用水源をもつ広い水田団地を所有することが、農業経営上有利な条件となっ

た。同じく明治初年の土地台帳の分析によると、この地区内で、江戸時代以来の「屋敷名」をもつ旧

家の多くは、こうした水田団地を保有していたことが確認できる。すなわち、定着の古い農家は、元

来こうした水田団地と屋敷地が空間的にひとまとまりをなす構造を有していた。

　この構造は、早く中世中期（14世紀頃）には確認できる「田屋敷」という支配形態と深く関わる

ものである。この地方の居住形態は元来散居と分類できるが、それは水田団地の開発と屋敷地の成立

が空間的に対応していたからであり、水田の所在に規定されて、屋敷地が分散していたのである。本

寺地区の土地利用の中で最も豊かな歴史性を伝えるのは、屋敷地と水田のまとまりによる「田屋敷」

的構造であると評価できる。

　さて、地籍図に認められる小規模な魚鱗形地割は、今は一部に残すのみである。戦後主として機械

化を推進するために農家が自ら一筆の面積を拡大し、整形を施したからであり、現在の水田の大半は

近代的な直線状の畦畔に変化している。しかし、その中でも、大きく曲線的な形状を伝えているのが

用水路である。農家は自らの所有地の地割を整形することができても、伝統的に維持されてきた用水

路を改変することはできなかったからである。このため、現在の用水路の形状はおおむね近世初頭と

変化していないことが確認できる。さらに、田越しの灌漑範囲もかなりの範囲で明治初期の構造が継

承されている。このように、用水路の形状や田越しの灌漑範囲といった用水に関わる土地利用は、基

本的に伝統的な形態を色濃く残存するものと評価できる。

　したがって、本寺地区における伝統的な土地利用の構造を色濃く残すものとして、「田屋敷型の散

居の形態」と、「用水路網と田越しの灌漑範囲による水利体系」の２つが挙げられる。今後の文化的

景観の保存に向けては、この２つの特質を重視し、表面的な形態にとらわれることなく、伝統的な土

地利用を将来に伝えていくことが重要な意義を持つものである。

明治20年頃の作成と推定される公図（要害付近）
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　③文化的景観の特性

　自然環境、土地利用の歴史的変遷、生活・生業の視点から、地域固有の要素＝『本寺地区らしさ』

を見出せる点を、それぞれ説明する。

 １ 中世の荘園の様子を伝える絵図と、現在の景観を比較できる稀有な場所である。

●本寺地区はかつて骨寺村と呼ばれた荘園で、中尊寺との関わりが深く中世の記録が多数残されてお

り、調査研究が行われてきた。２枚の「陸奥国骨寺村絵図」には、村人の信仰対象が多く描かれて

いるが、そのうちの山王窟・白山社・金峰山（ミタケドウ）・不動窟・慈恵塚・若神子社は現在も本
かぎかけ

寺地区の中に実在し、またはその跡をとどめている。鎰懸と宇那根社・六所宮は実在しないが、絵

図を読むことで、およその場所を特定することができる。研究によって、これらの信仰内容と相互

の関係はすでに明らかにされており、それを通じてわれわれは中世の人々の生活に根ざした精神生

活の豊かさを知ることができる。他にはあまり例を見ないことである。なお、この内の６ヶ所は骨

寺村荘園遺跡として史跡に指定されている。

●現在の本寺地区と、「陸奥国骨寺村絵図」に描かれた山並みや川の姿、寺社（跡）、水田、屋敷地な

どの配置構成を比べると、極めて類似しており、大きく変わることなく良好に保たれている。本寺

地区を囲む山並みや遠くに望む栗駒山など、絵図に描かれた景観を阻害する要因がほとんどないこ

とも特筆される。

 ２ 散居の居住形態や水利系統などに伝統的な土地利用を色濃く残している。

●丘陵部は寺社や岩屋などの信仰の対象地が分布するとともに、水の供給や、薪炭材や建築資材の供

給源となっている。また、微高地に屋敷地を形成し、低地に水田を開発するという自然地形に沿っ

て形成された基本構造が保たれている。

●本寺川と湧水を利用する用水系統の基本的骨格や、田越しの灌漑など伝統的な水利方法が継承され

ている。また、小規模で不整形な水田区画が存在し、水田に近接する屋敷地とひとまとまりになる

若神子社周辺から平泉野台地・栗駒山・山王山を望む
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■変化しつつ継承されてきた本寺地区

水　田

平野部を囲む低い丘稜 連続する屋敷林（イグネ）

本寺川

屋敷地

本寺川を軸に水田が営まれた本寺地区では、里と里山の連続性を保ちつつ、耕作地の拡大を図ってきた。

散居の形態が維持されている。それは中世の「田屋敷」にも通じるものであり、本寺地区の文化的

景観の重要な要素をなすものである。

●防風林としての機能を持つイグネの中に、直屋形式の大型主屋と馬屋が並び、周囲には便所・土蔵

などの建物が配置されている。本寺地区の屋敷地は、宮城県北～岩手県南地方に共通する近世・近

代における農家の屋敷構えを良く残している。

●本寺地区の農家では、水田や畑地を耕作するとともに、林業にも携わりながら生活を継続してきて

いる。

 ３ 里と里山の連続性が保たれ、豊かな自然環境が維持されている。

　

●磐井川左岸に発達した河岸段丘に、居住地と主に水田からなる耕作地が形成されている。また河岸

段丘の南側は磐井川が掘り下げた急峻な段丘崖となり、残り三方は低い山稜に囲まれて閉鎖的な空

間となっている。

●丘陵の表層地質は、新第三紀層の凝灰岩からなり、侵食や崩壊による急傾斜の露岩地が多く見られる。

●東北地方内陸の比較的冷涼な気候であり、四季の変化が大きく、冬季には奥羽山脈を越えてくる季

節風が強い地域である。

●丘陵地や段丘崖の植生は、二次的な樹林植生である里山として維持され、多様な動植物の生息環境

として優れている。

●自然地形に沿って形成された水田や畦畔が多く残されており、耕地生態系の生物多様性が保持され

ている。

●屋敷地や耕作地と里山環境が連続し、里と里山の複合的な環境に成立する生態系が維持されている。
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 ４　 時代に応じた技術や工夫を加えつつ、農村のくらしをゆるやかに発展させてきた。

●基本となる用水系統の骨格を維持しながら、下り松用水の整備など、農業基盤の改良等を行ってき

た。

●用水の確保にあわせて、徐々に耕作地を拡張してきた本寺地区は、現在、平野部一面に耕作地が広

がっている。

●近世にあった家屋の造作に対する制限から明治期以降は解放され、特に昭和期以降になると前庭を

つくったり屋根を大きく見せるなど、屋敷構えの意匠にも工夫を凝らすようになった。

●時代に合わせた作物の多様化や副業に変遷が見られる。中世には、「骨寺村在家日記」に米と一緒

に油・立木・もわた・うるし・栗・あわ等が記載されている。また、近世には養蚕・馬産が行われ、

近代には炭焼きなどが行われていた。現在は稲作を中心としつつも、牛を飼育する農家が数軒ある

ほか、花き、果樹、きのこ、野菜など多様な作物の栽培が行われている。

畑　地

イグネ

主　屋 付属屋

丘陵部

水　田

山並み

山裾のやや高い位置や、平野部の中の微高

地は屋敷地が点在し、イグネに囲まれた伝

統的な屋敷構えを良く留めている。

屋敷地の前面には野菜や花きを栽培する畑

地、あるいは管理の行き届いた生垣や庭木

が配されている。

イグネに囲まれた屋敷構え

（近景・遠景）
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文化的景観の景観単位区分図

（２）景観単位の区分

　本寺地区を、文化的景観としての特性に基づき、Ⅰ－耕作地（低地）、Ⅱ－居住地（微高地）、Ⅲ－

丘陵地、Ⅳ－河川　の４つの景観単位に区分する。景観単位の範囲設定と、景観単位別の概要を以下

に示す。
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　①　Ⅰ－耕作地（低地）

　耕作地は、稲作を主要な農作物とし、畑地や転作田では自然環境に適した多様な作物栽培が行われ

ている。水田中央部から栗駒山を望むことができ、南側・北側に展開する山並みも視界をさまたげる

ものなく見渡すことができる。また、水田区画の中には、若神子社や小規模樹林が存在する中島状の

区画が点在する。磐井川沿いの耕作地は第二次世界大戦後拡張された範囲で、樹林などが混在してい

る。農作業は機械化、効率化が徐々に進行しており、それに適さない湿田等では放棄されたり休耕田

となっている箇所もあるが、基本的な土地利用の変化は少ない。

【用水路網】　本寺川と丘陵部からの湧水を水源として、緩やかに傾斜する自然地形に沿った用水路網

が形成されている。近世以降は磐井川からも取水を行うようになり、耕作地は東側に拡張していった。

その際も水利系統は基本的に変更されていない。自然地形に沿って曲がりくねった水路網は、一部に

コンクリート水路となった箇所もあるが、土水路のまま利用されている箇所が多い。

【田越しの灌漑】 用水路から冷たい水を直接取水しない田越しの灌漑が残されている。これは、同

一所有者による耕作単位毎に取水管理を行う場合に合理的な方法であったとも考えられ、この地域の

伝統的な灌漑方式であったことがうかがえる。

【水田区画】　平野中央部の中に、極めて小さな不整形な水田区画のまとまりが、屋敷地と近接してい

る箇所がある。屋敷地と水田団地との結びつきは、中世の絵図の形態を伝えるものと考えられる。不

整形な小区画の水田や直線的で規則的な区画となった水田が混在する状況は、荘園経営が行われてき

た頃から重層的に開発が行われてきたことを示すものである。

■水田

田面の広がり

畦畔中澤とクリ林

若神子社周辺
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■水路

磐井川からの用水路

本寺川（下流）本寺川（上流）

田越しの灌漑

自然地形に沿った用水路

■河川

用水路

カキツバタ園

■畑地・牧草地

■近年付加された要素

国道342号南側の樹林遠景 河岸段丘から耕作地に広がるクリ・

コナラ林

■樹林・藪

牧草地 ソバ畑 畑地

■神社・石祠など信仰に係わる施設

若神子社水路に沿った農道

本寺川の取水口
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　②　Ⅱ－居住地（微高地）

　屋敷地は、北側山裾と、国道342号、中通りに沿った微高地に立地する。中世や近世の文献史料に

記載される屋敷名に通じる呼称が、現在も多数用いられている。影響を著しく阻害する要素は少なく、

伝統的な散居の居住形態を保っている。

【屋敷地】　冬の強い北西の風を防ぐイグネは、スギを主体としたもので、クリ、カキ、シナノキなど

日常利用してきた樹木も植えられている。イグネの中には明神様（石祠）が配置されている。イグネ

に囲まれた屋敷地には、主屋・馬屋（作業小屋）・便所・蔵などが並ぶ。屋敷は南入りを基本として

おり、多くの場合主屋に南面して生垣や庭が設けられている。

【農家建築】　鹿の子建（礎石建）、ウシモチ柱を持つ直屋形式の主屋は、宮城県北～岩手県南地方に

共通する近世農家の形式で、茅葺であった面影を留める大きな屋根は、イグネとともに散居の居住形

態を特徴づける要素となっている。その他の主屋、馬屋、便所、蔵など、農業や生活に係わって伝統

的に利用されてきた建物も多くとどめているが、改修・建替えが進みつつある。

【屋敷地周辺の畑地・石造物】　屋敷地の周囲には畑があり、様々な作物が栽培されている。屋敷地周

辺にも石造物が多く分布する。

【交通路】　主要な交通路は、東西軸として国道342号、南北軸として県道栗駒・衣川線がある。「岩

井郡西岩井絵図」に、国道・県道に近い道筋が描かれており、近世からの交通路はおおむね踏襲され

ている。

■屋敷地

明神様広葉樹の混じるイグネイグネ

■居住地の遠景

山裾の居住地遠景中通り沿いの居住地遠景



47

茅葺屋根を鉄板葺にした主屋

馬屋

ヒバの生垣前庭

昭和20年代の主屋

ウツギの生垣

井戸 屋敷地周囲の区画溝前庭

■伝統的に利用されてきた農家建築

■屋敷地の土地利用（生垣、前庭、区画溝（水路）、水場、井戸など）

作業小屋

土蔵板蔵 便所

イグネに囲まれた屋敷地

馬屋
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国道342号 県道栗駒・衣川線

屋敷地をつなぐ道 中通り

■石造物

公民館

公共施設

屋外広告物

■交通・輸送

石碑

墓石

■近年付加された要素

　■畑地

畑地

畑地

■屋敷地跡

屋敷地跡 中屋敷遺跡

新しい住宅

山裾の道
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　③　Ⅲ－丘陵部

　丘陵部は、急傾斜の崖状露岩地や山裾の土壌堆積地など自然地形を利用して、中世末の地域支配の

拠点、信仰の地、炭焼きや植林など多様な土地利用を継続してきた場所である。

【信仰の対象】　天台系の聖により開拓された本寺地区では、不動窟のような修験に関連する遺構が確

認されるほか、荘園としての営みが途絶えた後も、中尊寺の西谷坊（大長寿院）との関わりがあり、

宗教的な行事や芸能が近年まで続いていた。

　西側丘陵部の駒形根神社は、現在も本寺地区の中心的な神社となっており、慈恵塚、山神社、三吉

社は信仰の対象となっている。

【樹林・水系】　コナラ、クリなどの落葉広葉樹やアカマツなどが優占する雑木林や、スギ林などの二

次的植生が広がる。農業用水・燃料・建築資材・道具製作・山菜・キノコなど生活に関わる各種資源

の供給源となっている。しかし、森林資源の活用が低下し、荒廃が徐々に進みつつある。

北側丘陵部

■水系

沢筋（味が沢）沢筋（味が沢）ため池

西側丘陵部（平泉野台地）
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■神社・石祠など信仰に係わる施設

不動窟鳥居・大師堂（拝殿）

慈恵塚 三吉社（三吉山山頂にある）墓石群

■樹林地

管理された雑木林放置された雑木林

スギ植林

伐採跡地

急傾斜の露岩地

スギ植林（西側丘陵部）

■人為的な地形

要害館の堀跡要害館の郭跡

駒形根神社

落葉広葉樹の混じるアカマツ林
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磐井川発電所磐井川 磐井川の樹林

　④　Ⅳ－河川

　平野部と磐井川の標高は30ｍ程の比高差があり、現在も本寺地区の南の境界を示す。近世以降は

農業用の取水源の１つとして利用されるようになった。

 　⑤　周辺環境

　本寺地区から望む山王山や栗駒山は、骨寺村荘園絵図の描かれた当時から、地域の信仰と深く係

わって認知されてきた対象である。

　本寺地区の周囲には、磐井川に沿って瑞山・山谷地区等同規模の集落が点在する。磐井川南の丘陵

地は、隣接集落の里山として利用されてきた。

　本寺地区の住民が利用する施設・墓地は、平泉野台地南側の国道342号沿いに隣接している。

墓地（平泉野台地南側） 矢櫃ダム 周辺集落（四度花山地区）

■近年付加された要素

ブルーベリーハウス 生活改善センター

栗駒山と山王山 磐井川南の山並み
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（３）景観構成要素

　本寺地区における文化的景観の、４つの景観単位に含まれる景観構成要素を示す。

景観単位と景観構成要素の一覧
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Ⅲ．文化的景観保存計画

１．基本方針

２．景観単位別の土地利用の方針

　（１）Ⅰ－耕作地（低地）

　（２）Ⅱ－居住地（微高地）

　（３）Ⅲ－丘陵地

　（４）Ⅳ－河川（磐井川）

３ . 行為規制

　（１）土地利用規制法等による行為規制の一覧

　（２）景観法に基づく景観計画による規制

　（３）重要文化的景観の現状変更等の取扱基準

　（４）重要文化的景観を形成する重要な家屋の特定及び取扱い

４．整備・活用

　（１）整備・活用の基本的な考え方

　（２）修復及び再生等の整備

５．運営及び体制整備

　（１）保存管理体制

　（２）整備活用体制
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１．基本方針

　■本寺地区の現状

　本寺地区は、磐井川や周辺の丘陵部など良好な自然環境が保たれた地域の中にあって、中世

の村落景観を描いた絵図に記された寺社や岩屋などの位置が現在特定できるとともに、長い間

農林業が営まれてきたことによって培われた文化的景観が良好に保たれている。

　本寺地区は、絵図に描かれた中世の村落景観の基本構造を、実際に現地に立って体験できる

稀有な文化遺産である。また、本寺地区における文化的景観は、この土地に暮らしてきた人々

が培い、築きあげてきたものである。しかし、社会や生活様式の変化は、農村生活に大きな影

響を与えつつあり、農業従事者は減少し、イグネを伴わない屋敷構えもわずかではあるがみら

れるようになってきている。また、農作業の機械化・効率化は、それに適さない湿田や不整形

な区画の水田の放棄や休耕を生み出し、林業の低迷や従事者の高齢化は森林保全を厳しい状況

にするなど、本寺地区における文化的景観の維持は困難になりつつある。

　■文化的景観としての保護とその意義

　このような状況の中、長年にわたる絵図の研究・歴史地理学など多方面からの調査研究、発

掘調査の成果に基づき、骨寺村荘園絵図に描かれた寺社や岩屋として特定できる６地区（山王

窟、白山社・駒形根神社、伝ミタケ堂跡、若神子社、不動窟、慈恵塚及び大師堂）と、中世末

の山城跡である要害館跡、さらに中世と推定される遺構の確認された梅木田遺跡と遠西遺跡の

合計９地区は、平成17 年（2005）に国指定史跡となり、骨寺村荘園遺跡として保護の措置が図

られた。

　さらに当市では、すでに指定を受けた史跡の保存と一体となって、本寺地区における文化的

景観を保護するための基本的な考え方をまとめ、これを重要文化的景観とするべく国に選定の

申し出を行い、維持継承に努めることとした。

　身近であるがゆえに見過ごしがちな伝統的な村落景観の維持にあたっては、まず、地域住民

自身による価値の理解と協力が欠かせない。そして、重要文化的景観「一関本寺の農村景観」と

して選定されることが、農業を担う主体である地域住民の誇りとなり、さらには農業を続ける

意思や住み続けることへの意欲が喚起されていかなくてはならない。上記のような状況を踏ま

え、Ⅲ章では、文化的景観の保護に関する基本方針を掲げ、個別の保存管理の方法を述べると

ともに行為規制について整理する。さらに、今後の整備活用及び管理運営体制についても述べ

るものとする。

　なお、「一関本寺の農村景観」は、骨寺村荘園遺跡とともに「平泉の文化遺産」を構成する資

産のひとつとして世界遺産登録予定地ともなっており、伝統的な村落景観として世界的にも注

目をうけることが予想される。世界遺産登録を契機として多くの来訪者が想定されるため、当

市では史跡と重要文化的景観の保存に影響を与えることのないよう適切な受け入れ体制を検討

し、各種事業を実施していくことが課題となっている。
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　■基本方針

　１ 景観単位に沿った土地利用の継続

　本寺地区における文化的景観は、自然地形に沿って形成された土地利用に基

づき、低地に広がる耕作地、微高地や山裾に形成された居住地、林業を営む丘

陵地、南の境界を示す磐井川の、４つの景観単位に区分される。まとまりある

伝統的な村落景観の姿と、中世からの歴史をうかがい知ることができるという

特性を守るため、景観単位別の土地利用を今後も継続していくものとする。

　２ 中世からの歴史的変遷を伝える要素の保存管理

　点在する遺跡や石造物、信仰の対象となった社寺等は、中世骨寺村から続く

歴史的変遷を示す重要な要素である。これらの維持管理を適切に行うとともに

調査を継続し、遺跡の周知や信仰にまつわる伝承や行事などの継承にも努める。

　３ 村落景観を維持するための修理・修景等の整備

　樹林、屋敷とイグネ、耕作地と水路系統など、文化的景観の構成要素の荒廃

を防ぎ、存続を図るための対策を講じる。清掃、復旧（修復）、修景などを行

い、伝統的な村落景観を後世に伝えていく。

　４ 重要文化的景観を契機とした新たな活用方策の検討とその実現

　多くの人に文化的景観の理解を深めてもらうために、伝統的な地域文化を体

験できる場所を設けたり、都市と地元との交流する機会を作るなど、新たな活

用に取り組む。

　５ 運営体制の整備

　上記について、地元・行政・関係者等が一緒に検討する場を設け、各種の活

動に取り組む。
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２．景観単位別の土地利用の方針

　文化的景観の保存は、現在の土地利用を持続していくことを基本とする。したがって、４つ

に区分された景観単位別に保存管理の方針を示し、当市と所有者等が協力して、これに努める

こととする。

（１）　Ⅰ－耕作地（低地）

・不整形で小区画の水田と直線的で規則的な区画となった水田の混在する状況は、荘園経営が

　行われてきた頃から重層的に開発が行われてきた耕作地の変遷過程を良く示しており、本寺

　地区における文化的景観としての重要な特質となっている。このため、伝統的な水田・畦畔・

　用排水路などの形態及び用排水の仕組みを維持・修復しつつ、農地を継承する。

・農用地区域が大半を占める耕作地においては、農業振興地域整備計画等の方針に従って、文
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　化的景観の保存に考慮した地域の営農の取り組みを推進する。なお、農用地に対する景観的

　視点からの措置として、当市では景観農業振興整備計画を平成 18 年度に策定することとして

　おり、これによって文化的景観の保護や環境に配慮した農業用施設の整備を図ることとする。

（２）　Ⅱ－居住地（微高地）

・屋敷地と畑地の連続によって構成される土地利用と、屋敷地内のイグネ・主屋や附属屋等の

　建物・前庭による、まとまりある農家の屋敷構えを維持する。

・屋敷と屋敷をつなぐ緩やかな曲線の道の線形を保持し、道沿いに多く点在する石造物の保存

　に努める。

・屋敷林（イグネ）を伴う散居の居住形態を示す屋敷地に存在する、本寺地区固有の木造の農

　家建築については、重要文化的景観を形成する重要な家屋として特定し、その継続的利用を

　促進する。
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（３）　Ⅲ－丘陵地

・里を囲む里山の連続する景観は、現在の本寺地区で、中世の絵図そのままの姿をきわめて良

　くあらわす要素であり、今後もその地形及び水源としての機能を維持する。

・丘陵地に点在する遺跡や石造物の保存に努める。

・森林施業の継続や、生活に密接に関わってきた植物資源の適切な管理を継続するとともに、

　自生の動植物の生態系の維持および災害防備に努める。「本寺地区景観計画」の中で丘陵地の

　樹林景観の保全の方法として、景観的風致を目的とした保安林の指定を進めることを示して

　いるが、適切な森林施業の維持を図るための観点からは、「森林施業計画」などを取り入れ、

　本寺地区にふさわしい計画的な森林施業の指針を定めるようにする。

（４）　Ⅳ－河川（磐井川）

・取水源としての河川の水質保全に努める。

・植生の管理を適切に行い、生態系の維持および災害防備に努める。
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３．行為規制

（１）土地利用規制法等による行為規制の一覧

　文化的景観の保存計画対象範囲には、景観法に基づく行為規制が全ての範囲に適用されるほ

か、「文化財保護法」、「森林法」、「農地法」、「農業振興地域の整備に関する法律」、「河川法」に

よる行為規制が適用されている土地が含まれる。

土地利用規制法等による行為規制の一覧
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（２）景観法に基づく景観計画による規制

　重要文化的景観の選定申し出を行う前提として、景観法に基づく景観計画の策定が必要とな

る。このため、当市では平成17 年 12 月に景観行政団体となった上で、本寺地区を含む約761ha

の範囲を、景観法に基づく景観計画区域として定め、「本寺地区景観計画（平成 18 年２月）」の

策定および「一関市本寺地区景観計画による届出行為等に関する条例（平成 1 8 年４月１日施

行）」の制定を行った。景観計画では、区域全体の保全の規制誘導と修景整備や活動の基本的な

考え方を示すとともに、景観形成を適切に図る仕組みとして、開発や建設などの既存景観を改

変する行為に対して規制誘導の基準（景観形成基準）を示した。また、「陸奥国骨寺村絵図」に

対応する歴史的要素や伝統的な農村生活を示す要素を、景観資産として登録・保全する制度を

計画している。

　景観計画に示された景観形成基準と、届出が必要な行為および届出対象となる規模等につい

てはｐ67、ｐ68 のとおりである。景観形成基準は、文化的景観保存計画の対象範囲とそれ以外

の区域に分けて定め、その内容は①共通事項、 ②建築物および屋敷地、③工作物、④土地の形

質の変更（開発行為・土石の採取等を含む）、⑤木竹の伐採等、⑥屋外における物の堆積、の６

つの項目に分かれている。また、景観形成基準は、本寺地区の歴史と自然の景観的特徴を継承

するために守るべき最低限の遵守事項を「基準」、本寺地区の景観的特徴を継承するために必要

な条件で、他に有効な方法があれば代替も可能とする「指針」に分けて定めている。ｐ 67 に掲

載した駒形～沖要害・要害～下真坂地区の景観形成基準が、本保存計画の対象範囲と同一であ

る。

　また、景観資産を登録・保全する仕組みは、必要に応じて景観協議を行ったり、地域活動と

連携して維持管理や活動支援できる対象の幅を広げるために設けるものであり、多様な形で存

在する文化的景観の景観構成要素の周知と、地域の共通認識や来訪者への情報提供に役立つよ

う機能させていくものである。

本寺地区景観計画における基本目標及び景観形成基本方針
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届出が必要な行為（平成 18 年 2 月 本寺地区景観計画）
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（３）重要文化的景観の現状変更等の取扱基準

　「一関本寺の農村景観」の、現状変更対象行為と文化庁長官への届出行為について整理する

（p70-72）。現状変更対象行為の多くは、すでにある土地利用規制や景観計画に基づく規制の対

象となっていることから、文化庁長官に対する現状変更等の届出対象行為は、以下の通りとす

る。

　●石造物の移設を行う場合。

　●重要文化的景観を形成する重要な家屋の修理、増・改築、移転、除却を行う場合。

　　これについては、（４）にて別途取扱いを定める。

　●社殿の修理、移設（史跡指定地以外の三吉社、山神社社殿が該当する）を行う場合。

三吉社社殿 山神社社殿
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（４）重要文化的景観を形成する重要な家屋の特定及び取扱い

　①重要建物（重要文化的景観を形成する重要な家屋）特定の基本的な考え方

　「一関本寺の農村景観」は、中世骨寺村に起源を持ち、本寺地区固有の発展を遂げた「農耕」

と「居住」のあり方を示す土地利用が評価の視点となっており、屋敷林（イグネ）・主屋・付属

屋・庭・生垣等からなる農家の屋敷地は、重要な景観構成要素である。このため、重要建物を

特定するにあたっては、“イグネを伴う屋敷地にあって、本寺地区固有の意匠・構造を持ち、伝

統的な散居の居住形態を示す、ひとまとまりとなって存在する主屋及び付属屋からなる木造の

農家建築”であることを条件とする。

　しかし現実には、意匠・構造面において主屋又は付属屋のいずれかしか該当しない場合があ

る。どちらかが無い場合であっても、文化的景観を守っていくという認識を深めることと、将

来にわたる伝統的な農村景観の維持のため、可能な限り重要建物として特定する。ただし、今

後の修理・修景などの各種事業によって、基本となる屋敷構えに近づくよう推進していくよう

にする。

重要文化的景観を形成する重要な家屋として特定する本寺地区固有の農家建築
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　②重要建物の特定方法

　重要建物の特定は、土地利用面と建物固有の特性面から基準を設定し、両者の基準を満たす

もののうち、建物登記簿または課税台帳等により所在・構造・面積・所有者等が特定でき、当

該家屋の所有者等の同意が得られるものを対象とする。重要文化的景観を形成する重要な家屋

の分布状況は、ｐ 76-77 に示し、一覧表は巻末に添付する。

　　■土地利用の特性に基づき重要建物を特定する基準

　イグネに囲まれた土地に、主屋と付属屋を配置したまとまりある農家の屋敷構えを持つ、

　伝統的な散居の居住形態を示すもの

　以下のⅠ～Ⅵのいずれかに該当するものを対象とする。 現在イグネが無い場合、あるいは規

模が縮小されている場合であっても、イグネは「伐採 植樹 伐採」の繰り返しにより存続し

てきたものであり、植樹を行うことを条件に含めるものとする。

ⅠⅠⅠⅠⅠ　イグネ＋主屋＋付属屋

ⅡⅡⅡⅡⅡ　イグネ＋主屋（※主屋は生活の中心となる重要な建物である）

ⅢⅢⅢⅢⅢ　イグネ＋付属屋（※付属屋は農耕あるいは居住に密接に関わる重要な建物である。）

ⅣⅣⅣⅣⅣ　主屋＋付属屋（※イグネを植樹することとする。）

ⅤⅤⅤⅤⅤ　主屋のみ（※イグネを植樹することとする。）

ⅥⅥⅥⅥⅥ　付属屋のみ（※イグネを植樹することとする。）

　■本寺地区固有の農家建築としての特性に基づき重要建物を特定する基準

　近世から近代にかけて形成された本寺地区固有の農家建築の構造、意匠を持ち、地域

　の伝統的な生活の様子を伝える木造の家屋

　農家建築には、主屋・馬屋・便所・土蔵・板蔵・納屋・門（長屋門）など多様な種類の建物

が含まれている。本寺地区に固有の構造形式や形態、意匠等の基本特性については、その種類

別に次ページの表に示す。なお、本来持っている特性が、改修等を経て一部失われているもの

についても、可能な限り重要建物に含めるものとする。
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　③建物の特性を尊重した修理 ・修景

　建物を長く維持するためには、日常管理を適切に行うことと、き損が生じた場合に修理を行

うことで、本来の機能を回復させることが必要となる。修理は、建物の価値を維持するための

行為であり、建物本来の特性を尊重して行うことが基本となる。

　建物本来の特性にそぐわない改造が加えられている場合、その履歴を検討した上、旧状に戻

すか本来の色調や形態に近い材料を用いるか等、個々の状況に即して適切に選択し、修理・修

景を行うこと、さらに建物本来の特性で一覧表に見られない独自のものを持つ場合には、各々

独自の形態・意匠にしたがって修理を行うことを基本とする。

　また、建物の継続的利用を促進するには、構造耐力上必要な部分を補強して防災性能の向上

を図ることや、空調設備等の設置や更新あるいは手すりやスロープの設置など、内部空間の機

能性の向上も必要とされる。こうした、防災的措置や内部の改変を行う際には、できるだけ建

物特性を尊重して行われることが望まれる。

本寺地区固有の農家建築の基本特性
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重要文化的景観を形成する重要な家屋位置図
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■届出が必要な行為

■届出を要しない行為

　④重要文化的景観を形成する重要な家屋の現状変更等の取扱い

　文化庁長官への現状変更の届出を要する行為には、景観計画に基づく届出行為（建築物の増

築、改築若しくは移転、外観を変更する修繕、又は色彩の変更）に加えて、建物本来の特性を

維持するための修理や防災的措置も該当する。ただし、非常災害のために必要な応急措置や維

持の措置に該当する行為については、届出を要しないこととされている（文化財保護法第 1 3 9

条）。現状変更の届出以外には、滅失又はき損の発生した場合に届出を要するものとされている

（文化財保護法第 136 条）。

　なお、修理の計画に関する専門的な助言・指導、工事経費の一部の補助等に係る手続きは、本

市において対応を行うものとする。重要建物について工事を行おうとする場合、建物特性を尊

重した工事計画を立てるよう、その内容については本市に早い段階での事前相談が望まれる。
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４．整備・活用

　（１）整備・活用の基本的な考え方

　一関本寺の農村景観は、「平泉の文化遺産」を構成する資産のひとつとして世界遺産登録予定

地となっており、伝統的な村落景観として今後世界的にも注目をうけることが予想される。

　当市では、修理・修景等の整備や来訪者を受け入れるための施設の設置・活用に関する各種

事業を実施していくものであり、具体的には整備基本計画の中で長期的な取り組み方針を定め

て推進していくこととする。ただし、標柱や説明板の設置や、公開に必要な最小限の整備は、世

界遺産登録予定の平成 20 年度までの期間に行うこととする。

　①整備に関する基本的な考え方

・文化的景観の価値を守り、伝えることを基本に、修理・修景等の整備を行う。

・文化的景観の特徴を理解する上で必要な調査は今後も継続して行い、修理（再生）・修景等

　に反映させていくこととする。

・既存の植生や生態系に配慮して行うようにする。

・文化的景観保存計画区域に、歩行者等を優先した見学路の整備や案内標識等を設置する。

・休憩・便益機能を持つ施設の整備、解説施設の設置などを行って、来訪者の利便性の向上を

　図る。

・公開・見学に必要な施設等の整備にあたっては、文化的景観の土地利用に影響を与えないよう

に配慮し、適切な位置と規模を考慮して設置するものとする。

　②活用に関する基本的な考え方

・地域の活性化に資するように配慮する。

・来訪者に対しては、文化的景観の概要や見学方法を示すリーフレットを準備しておくほか、

　解説ガイドによる現地案内ができるようにする。

・最新の研究成果に関する学術的な発信を行う。

・地域の歴史や自然環境を学ぶ、学校教育・社会教育の場として活用する。

・「平泉の文化遺産」の一つとして、平泉町・奥州市と連携した広域的な活用に努める。また、

　他市町村に存在する文化的景観と連携した活用・交流事業にも取り組むものとする。
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（２）修復及び再生等の整備

　①全体に共通する整備項目

　文化的景観の管理上必要な保存施設（標識・説明板・境界標・囲い等）の設置は、適宜行う

ものとする。

　②地区別の整備項目

　今後検討が必要とされる整備項目について、景観単位別に整理する。
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５．運営及び体制整備

　「本寺地区景観計画」では、景観むらづくりの推進にあたっては、地域で推進する主体を確立

し、必要に応じて行政や専門家・事業者やＮＰＯ等の活動団体と連携するなどして、現地にお

ける具体的な景観形成を図る必要があるとし、自主条例による位置づけの必要性を示している。

また、基本方針や景観形成基準に関する行政的な判断・審議を行う諮問機関としての景観審議

会の設置も自主条例で位置づけることとしている。文化的景観の保存管理・整備活用に必要な

体制は、景観計画に示された内容のもと、地域住民を主体とした活動団体の組織化を図った上

で、技術的支援・人的支援・財政支援に対する輪を広げ、運営体制を確立していくことを目指

す。

　また、当市では、史跡や重要文化的景観の保存管理や整備活用に必要な事業を推進するため、

基金の設置等を検討し、適切に推進できる体制づくりを目指す。

　支援の対象としては、清掃・管理業務、農業を続けることに対する奨励（顕彰）、地区内の建

物や生垣等の修理・修景に対する技術的指導、丘陵部の樹林管理、あるいは将来的に設立を検

討している協議会や各種ＮＰＯ団体などによるイベント等の実施などが考えられる。これらに

対して、組織からの助成や委託を行い、適切な運営を実施できるよう検討する。

（１）保存管理体制

　当市では、文化的景観の保存管理体制として、地域の運営主体と連携したり、ＮＰＯ活動団

体等を育成、支援しつつ、下記の項目に対する検討を進めることとする。

・多大な労力を要する水路の浚渫や、作業効率の低下する不整形区画の水田の耕作支援

・伝統的な農家建築についての修復・修景を適切に行うための技術的支援

・所有者による樹林管理を図ることができない場合の人的支援体制

・農業に従事できる環境を整えて、広く全国から居住者を公募するなど、本寺地区の農業・林

　業の継続にかかる担い手を育成する方法

（２）整備活用体制

　今後は多数の来訪者が想定されるため、当面は現地案内ガイドの育成に取り組む必要がある。

　現地ガイドについては、本寺地区住民を中心に整えていくものとする。なお、平泉町では「古

都ひらいずみガイドの会」が発足しボランティアガイドが活躍しており、既存の活動組織の協

力・交流を図りながら、独自のボランティアガイドの育成と支援を推進する。
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資　料

■重要文化的景観の選定申出を行う土地の範囲

■重要文化的景観を形成する重要な家屋の一覧
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資　料

■重要文化的景観の選定申出を行う土地の範囲

■重要文化的景観を形成する重要な家屋の一覧
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表　紙：慈恵塚に至る道の途中から眺める本寺地区平野部と栗駒山

裏表紙：本寺地区中心部から眺める水田と若神子社
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